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審査請求人

東京都板橋区南常盤台1-22-7

サンシ･ユウビル４０６

あざみ法律事務所

上記代理人弁護士　西 田 美 樹

処 分 庁卜 足立区中部福祉事務所長

･I審査請求人が平成２２年７月１日に提起した保護廃龠決定処分に係る

審査請求について、次のとおり裁決する。

主 文

処分庁が審査請求人（以不「請求人」という･。）に対し平成２２年５

月17 ご日肘けでした保護廃止決定処分を取り消す。

理 由

第１　審査請求の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　 っ
し 本件審査請求の趣旨は、処分庁が請求人に対し平成･2 2年５月１
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7 日 付 け で 行 っ た 、 生 活 保 護 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ）6 々 条 Ｓ 項

の 規 定 に 基 づ ぐ 保 護 廃 止 決 定 処 汾 （ 以 下 「 本 件 処 分 」 と い う 。 ）i こ

つ い て 、 そ の 取 消 し を 求 め る と い う も の で あ る 。　　　　 卜　 二

経緯（ヶ－ス記録、本件指示書、本件処分通知書）

平成１９年７月２６日、処分庁は、請求人に対し、法による保護

を開始した。づ　　　　　　　　　　　　　＼
２　 平成２２年４月１６日、処分庁は、請求人に対し、法２７条１項

の規定に基づき、「平成２ ２年５月14  P (金） 午前１ ０ 時」を期

限として「１日４時間・週３日以上の稼働時間・日数で何らかの仕

事に就く」こと（以下「本件指示」とい う。）を指示内容とする、

同年４月１５日付けの指示書‘（２２足中福発第２０５号）を請求人

に交什した。

３　平成卜11 2年６月17 ヶ日、処分庁は、請求人が、本件指示･に従わなl

かったことから、法６２条｡β項に基づき、澗 月１５日付けで請求人こ

の生活保護を職権廃止することを決定（本件処分）し、請求人に通

知（交付第0  1 9  7 7 0 号）した。　　　　　　　　　　　　　　 匸

く第３　当庁の判断　　　　　　　　　　　　　 、

１し法jによれば、保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、

向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができ

（法２７条１項）、被保護者にぱ、当該指示･に従う義務が課されて

いる（法６２条１項）。

卜　 また、保護の実施機関は、7被保護者が前記義務に違反した7ときは、

二 弁明の機会を与えたうえで、保護の廃止等をすることができるとさ

れている（法６２条’3項、４項）。

２　これを本件についてみると、本件処分は「指示違反」を理由とす

るものであるが、その内容は、請求人が本件指示に従う義務に違反
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し た も の で あ る と 認 め ら れ る （ 弁 明 書 ４ ・(24) 、 ケ ー ス 記 録 ） と

こ ろ 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 に 対 し 、 請 求 人 が 、 本 件 指 示 に 従 う 義 務 に

違 反/ し た こ と に 対 す る 「 弁 明 の 機 会 」 を 付 与 し て い な い こ と が 認 め

ら れ る （ ケ ー ス 記 録 ） 。‥　　 し　 ∧

そ う す る と 、 本 件 処､ 分 は 、’ 法 ６ ２ 条 ４ 項 に 基 づ く 弁 明 の 機 会 を 付

与 し な い ま ま な さ れ た 、 処 分 に 至 る 手 続 き に お い て 法 に 定 め る 要 件

を 欠 く 、 瑕 疵 あ る も の と い わ ざ る を 得 な い 。

■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜　・
し た が っ て 、 必 要 な 手 続 き を 経 な い ま ま 同 条 ３ 項 を 適 用 し て な さ

れ た 本 件 処 分 は 、 そ の 余 の 点 に つ い て 判 断 す る ま で も な く 、△ 違 法 又

は 不 当 な 処 分 と し て 取 消 し を 免 れ な い 。

結論　　　　　　　　　　　　　　卜　　　　　　　　　　 よ
以上のとおり、本件審査請求は理柚があるか:ら、行政不服審査法

４０条３項の規定を適用して、主文のとおり裁決する。

平成２２年９月８日

審査庁　 東京都知事　 石原慎太
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